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注記事項 

 
当社は、米国で一般に認められた会計原則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しています。 

 
1．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

[税金費用] 
税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する実効税率を永久差

異・税額控除・評価性引当金等を考慮して合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見

積実効税率を乗じて計算しています。 
 
2．会計処理基準に関する事項の変更 

当第1四半期連結累計期間の期首より、米国財務会計基準審議会の会計基準編纂書

（Accounting Standards Codification：以下、「ASC」という）860「譲渡及びサービス業務」及び

ASC810「連結」の新たな規定を適用しています。本規定の適用により、期首時点より、証券化に

おいて利用していた特定の特別目的会社及び信託勘定が連結され、従来売却処理していた売

上債権等の譲渡取引の一部について、担保付の借入と類似した方法で処理しています。 
 
3．継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
4．株主資本の金額の著しい変動 

該当事項はありません。 
 

 


